
申込日 年 月 日

藤沢市長

番

　その他（　　　　　　　　　　　　）

課長 課長補佐 主査 担当 受付者

年 月 日

様

藤沢市長　　鈴木　恒夫

本件については、次のとおりに決定しましたので、お知らせします。

貸出機器番号 番

返却期限 ２０２７（令和９年）３月３１日（水）まで

遵守事項　１．偽りその他不正な申込により貸出しを受けた場合は、返却すること。

　２．貸出しを受けた機器の営利目的利用又はその他の理由による第三者へ

　　　の譲渡若しくは貸与をしないこと。

　３．機器利用のための電気料は利用者で負担すること。

　４．機器の不具合や故障があった際は、藤沢市防犯交通安全課へ連絡する

　　　こと。

　５．機器の改造や分解などの不適切な利用をしないこと。不適切な利用を

　　　起因とする故障については、利用者の責任において原状復帰させた後、

　　　機器を藤沢市へ返却すること。

【問い合わせ先：防犯交通安全課　防犯担当　電話５０－８２５０（直通）】

迷惑電話補助金
利用者チェック

□ 確認済

迷惑電話防止機器　貸出決定通知書

事務処理欄 貸出機器番号

本人確認書類
　運転免許証　　マイナンバーカード

　迷惑電話防止機器　利用申込書 （新規・更新）

申
込
者

氏名
　私は、迷惑電話防止機器貸出決定通知書に記載の事
項を遵守することを誓約します。

生年月日

住所 　藤沢市

電話番号


